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正副議長就任あいさつ

　平成21年第4回臨時会を、11月20日に開催し、正副

議長選挙、各常任委員及び議会運営委員の選任のほか、

監査委員の選任や教育委員会委員の任命に同意する

とともに、いちき串木野市・日置市衛生処理組合議

会議員の選挙を行いました。また、生活保護世帯や

市民税非課税世帯の市民及び1歳から高校生までを対

象に、新型インフルエンザワクチン接種費用を助成

するため3377万9000円を追加し、歳入歳出予算総額

を131億5451万2000円とする一般会計補正予算を全会

一致で原案のとおり可決しました。��

議長就任あいさつ 副議長就任あいさつ

　合併から５年目に入り、い

よいよこれから充実した街づ

くりに邁進していかなければ

ならない時となりました。限

られた財源のなか「あれもこ

れも」から「あれかこれか」

の取捨選択の時代となり、本

市の持つ自然、歴史、文化、産業などあらゆる

可能性を探りながら大いに議論し、具体策を提

示していくことが必要であると考えます。

　地方自治体にとっては大変厳しい現況の中で

はありますが、持続可能な自治体としての更な

る行財政改革、将来に向かって希望の持てる街

づくりへの施策の展開など、議会のチェック機

能と政策提案力が求められています。選挙区が

なくなり、より一体感が増すなか、定数も18人

となりました。その重みを踏まえ、これまで以

上に市民に身近な議会となるよう一丸となって

取り組んでまいりたいと思います。市民の皆さ

まのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

　市議会副議長に就任し、改

めて議会の果たす役割につい

て認識を新たにしております。

　議員定数も18人となり、議

員一人ひとりの職責も益々重

要となりました。そして負託

を受けた市民の皆様の視線に

立って、議会としてのチェック機能を高めていか

なければなりません。また市民・行政・議会が連

携するとともに、三者がバランスよく機能しなく

てはなりません。

　合併してから５年目を迎え、議員間はもとより

市民の皆さま方の更なる融和を図り、夢と希望の

持てる街づくりをめざしてまいります。

議員は公職選挙法により、選挙区内における年賀状等のあいさつ状は禁止されています。

　　　　　　　　　　　　　（ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。）

市民の皆さまのご理解をお願いいたします。

中里純人副議長竹之内　勉議長

　議会の傍聴は市政を知るよい機会です。皆さ

まの傍聴をお願いします。
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―表紙の写真―
　12月16日、市来幼稚園で餅つきをしました。毎年、園児の祖父母や保護者と
一緒にセイロで米を蒸し、石臼でついています。園児は「よいしょ！よいしょ！」
と元気な掛け声を上げながらきねを振るって餅をつきました。つきたてのあん
こ餅・醤油餅・ねったぼはおいしくて一人で何個も食べていました。幼稚園で
はこのような貴重な体験を大切にして、昔ながらの風習をいつまでも伝えてい
きたいと思います。

接種費用

 1回目：3,600円

 2回目：2,550円

　※異なる医療機関で接種

    した場合は、それぞれ

　　 3,600円となる。

1歳から高校生以下

（市民税課税世帯）

※高校生とは平成3年4月

2日以降生まれた者

1回目　  1,600円          2,000円

2回目    1,550円 （1回目と異なる医療機関で

                    接種した場合は2,050円）

1,000円

負担なし

自己負担市の助成

全額助成

対　　 象

生活保護世帯・市民税非課税世帯

山下卓朗氏　　　　　　勝目眞理子氏　

芹ヶ野博規氏　　　　　　寺師和男氏

選挙管理委員の補充員

　選挙管理委員に欠員を生じた場合、予め定めた

順位により、補充員が選挙管理委員となる。



　謹んで新春のお慶びを申し上げます。改選により「議会広報特別委員会」の委員が新

たな構成となりました。皆さまにとって議会がこれまで以上に身近なものとなるよう、

議会の動き、審議の内容等の議会情報を市民の目線で発信してまいります。議会に対す

るご意見・ご感想などをお聞かせください。　　　　　 　　　議会広報特別委員一同

編　 集　 後　 記

4 いちき串木野市議会だより（23号）

委員会の構成

議会運営委員会（6人）産業建設委員会（6人）

教育民生委員会（6人）総務委員会（6人）

　総務課、企画課、財政課、自治振興課、行政改革

推進課、税務課（国民健康保険税、介護保険料及

び後期高齢者医療保険料に関する事項を除く）、

会計課、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員

及び消防本部の所管に属する事項並びに他の委

員会の所管に属さない事項を担当します。

 市民課、生活環境課、税務課（国民健康保険税、

介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関する

事項に限る）、福祉課、健康増進課及び教育委員

会の所管に属する事項を担当します。

　農政課、水産港湾課、商工観光課、都市計画課、

土木課、上下水道課及び農業委員会の所管に属

する事項を担当します。

　各常任委員会から委員長を含め2人ずつ選出し、

本会議の会期や議事日程など、議会運営をスム

ースに行うため協議します。

◎は委員長　○は副委員長
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